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【論点】 

○発達障害児等の増加に伴い、地域療育センターの利用を希望する児童が増加

し、利用申込から支援開始まで、3.5か月程度を要する。 

○また、保育所等を利用する障害児の増加などにより、地域療育センターに求め

られる役割が変化している。 

○そこで、これらの課題を解決するため、令和２年６月の横浜市障害者施策推進

協議会からの答申を踏まえ、地域療育センターの利用の流れやサービス内容を

見直す。 

 

【説明要旨】 

１ 現状と課題 

・地域療育センターの利用を希望する児童は増加傾向で、令和２年度の利用

希望児は 10 年前の 1.6 倍。地域療育センターにつながらない児童も一定

数存在すると考えられる。 

・利用申込後、一律に診察を行うため、利用申込から支援開始まで、3.5 か

月程度の待機期間が発生。育児や集団生活について相談したい保護者も診

察待ちをすることになるほか、速やかな診察が望ましい児童が長く待たさ

れている可能性がある。 

・保育所等を利用する障害児が増加しているが、地域療育センターの集団療

育は週３～５日利用が中心のため、保育所等との併用に適していない。他

方、週１日程度の集団療育は知的な遅れのない発達障害児を対象としてお

り、他の障害児に対応できていない。また、医療的ケアのある児童や集団

療育が適さない児童への対応が求められている。 

・保育所・幼稚園等の施設数が急増しているため、障害児を受け入れる保育

所等への「巡回訪問」に十分対応できていない。 

 

 ２ 対応の方向性 

  (1) 利用申込後の待機期間への対応 

   ・ソーシャルワーカーを増員し、利用申込後に速やかに利用面接を行うよ

う利用の流れを見直し、待機期間を２週間程度に短縮する。医療ニーズ

が高い児童は利用面接を介さずに診察を行う。 

   ・心理職の配置により、児童の発達の傾向と支援の方向性を確認すること

で、「ひろば事業（小集団活動）」などの初期支援を開始し、保護者が抱



える悩みや不安を早期に解消する。 

  (2) 集団療育の見直し 

   ・週１日程度の集団療育の対象を知的障害児や肢体不自由児にも拡大す

る。 

   ・医療的ケアが必要な集団療育利用児童に対応する看護師を増員する。 

・集団療育が適さない児童や地域療育センターへの来所が困難な児童への

支援を拡充する。 

  (3) 保育所等への支援の拡充 

   ・保育所等からの「巡回訪問」の依頼に対応できるよう、ソーシャルワー

カー等の増員により訪問回数を確保する。地域療育センター未利用で支

援が必要な児童にも対応する。 

  ※令和６年度の次期指定管理を目途に、計画的な雇用と人材育成を行う。 

  ※令和５年度以降の必要経費は、各年度の予算編成で調整する。 

 

【主な意見等】 

・保護者が相談したいときにすぐに対応できるよう、待機期間の解消は重

要。人的な体制強化のほかにも、予約枠の設定や仕組みなどの運用面での

更なる改善も追求してもらいたい。 

・子ども家庭総合支援拠点や地域子育て支援拠点など既存の支援機関と連携

して相談につなげていく、という視点も重要。 

・心理職やソーシャルワーカーなどの人材は豊富にいるわけではない。今後

も増加が見込まれる相談ニーズに限られた人材で対応していくためには、

専門職しか対応できない業務とそれ以外の業務を切り分け、後者について

は資格免許職ではないスタッフで対応するなど、より効率的な手法の検討

も必要ではないか。 

・地域療育センターをバックアップできる地域の医療機関と連携を図ること

も求められる。 

・障害があっても、人とは違うユニークな個性を、大人になって能力として生

かして活躍する人も多い。社会がそれを受け入れることも大切なのではない

か。医療・福祉に留まらず、教育など幅広い分野とも連携して理解を広げて

いくことが必要。 

・今後の予算編成で、見直しの効果を確認しながら議論ができるようにしてお

くこと。 

・子育て支援の充実の観点でも重要な取組。令和４年度予算で先行して着手す

る取組の検証も含め、進めてもらいたい。 

 

【結論】 

主な意見を踏まえつつ、局案の方向性について了承。 

  


